






巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。 8

投資対象の多様性3

分散投資の有効性4

米国リート 主要業種のパフォーマンス（2007年8月末～2010年1月末）

出所：S&P
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リートは投資対象の多様性から分散投資が可能となります。
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＊上記はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
＊四捨五入の影響により、合計が100％にならない場合があります。
＊時価総額構成比率はS&PグローバルREIT指数の国別構成比率です。
＊業種（セクター）別構成比率はS&PグローバルREIT指数採用銘柄の時価総額を基に国際投信投資顧問が算出しています。
＊業種（セクター）別構成比率の各銘柄は当ファンドとS&PグローバルREIT指数の業種区分で一致しない場合があります。

出所：S&P

世界のリート市場の業種（セクター）別構成比率（2010年1月末）世界のリート市場の時価総額構成比率（2010年1月末）

出所：Bloomberg

サブプライム問題が表面化した2007年8月からリーマンショックが発生した2008年9月にかけて、米国の主要業種の
リート指数では、景気に敏感なホテルセクターが約4割下落した一方、景気に左右されにくいヘルスケアセクターは約3割
上昇しました。このように値動きの異なる複数の業種に分散投資することで、リスク低減効果が期待されます。

＊上記はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
＊上記は、ブルームバーグ・リート・インデックスの各業種の指数を使用し、2007年8月末を100として国際投信投資顧問が指数化し計算したものです。
世界のリート市場の代表格である米国リート（時価総額で約半分）について、グラフを作成しております。



巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。

魅力的な配当利回り5

各国リートと国債、株式の利回りの比較（2010年1月末現在）

リート指数の推移と投資成果の要因分析

＊上記はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
＊S&P先進国REIT指数を国際投信投資顧問が円換算し、1989年末の数値を100ポイントとして指数化しています。
また、四捨五入の影響により、各数値の小計と合計値が一致しない場合があります。

＊上記はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
＊各資産の利回りは、以下の数値を使用しています。リート：S&PグローバルREIT指数の採用銘柄の配当利回りを基に国際投信投資顧問が算出（ただし、ユーロ圏はオ
ランダのリート配当利回り）、国債：各国10年国債利回り（ただし、ユーロ圏はドイツの10年国債利回り）、株式：日本「TOPIX」、アメリカ「S&P500」、ユーロ圏「ドイツ
DAX　指数」、オーストラリア「ASX200指数」
＊TOPIX（東証株価指数）は株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます）の知的財産であり、当該指数の算出、数値の公表、利用などTOPIXに関する
権利は東証が所有しています。

リートは投資先の不動産から得られる賃料収入を主な配当原資としており、株式等に比べ相対的に高い配当利
回りが期待されます。現在は、リート価格の下落もあり配当利回りは高い水準となっています。

長期投資による配当収入の積み上げ効果6
リートは、安定した配当収入を積み上げながら成長しています。リートが下落した局面でもファンドが獲得する配
当収入が投資収益の下支えとなる効果が期待できます。
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出所：Bloomberg

（1989年12月末～2010年1月末）
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リートの水準7
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米国リートのPBRの推移（1995年3月末～2010年1月末：月末値）

※上記はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
※PBRは、ブルームバーグ・リート・インデックスを使用しています。
世界のリート市場の代表格である米国リート（時価総額で約半分）について、グラフを作成しております。

ケース 基準価額への影響

改善 上昇

悪化 下落

低下 上昇

上昇 下落

円安 上昇

円高 下落
為替

変動要因

不動産市況
（賃料、空室率、
不動産価格等）

金利

＊上記はイメージ図であり、他の変動要因もあります。
＊上記のケースは一般的なものを示しており、必ずしも上記どおりにならない場合もあります。

保有する不動産の賃料やテナントの入居率等の変化によって不動産の価値は
変動します。一般的に景気が良い状況では不動産市況も好転する傾向があります。
景気後退時には不動産市況も後退する傾向にあります。

金利が上昇した場合、借り入れを行うリートにおいては、金利負担の増大により一
時的に収益性が悪化し価格が下落する可能性があります。また、リートは配当水準
の高さから利回り商品としての性格を持っています。従って、金利が上昇した場合
には他の金利商品との比較から投資対象としての魅力が低下しリートが売られる
可能性があります。

外貨建て資産に投資を行っていますので、投資している国の通貨が円に対して強
く（円安）になれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高）なれば基準価額の下
落要因になります。

リート価格の主な変動要因

個人による不動産への直接投資とリートを通じての不動産投資の比較

■リートを活用することで、不動産への直接投資のデメリット（必要資金額の大きさ、個別不動産のリスクの大きさ、
不動産運営の大変さ、換金性の低さなど）を軽減することが期待されます。 
■不動産の専門家に不動産を管理してもらい、そのリターンを配当や証券価格の上昇という形で享受する、という
リートの仕組みを活用すれば、個人投資家も手軽に不動産投資を行うことができます。 

必要な資金

個別不動産のリスク

不動産の取得・運営管理

換金性・市場性

不動産への直接投資

大きい

大きい

投資家自身の負担大

低い

リートを活用した不動産投資

少ない資金で投資可能

複数の不動産に分散投資を行うことで、リスクを
分散・軽減できる

不動産運用の専門家が不動産の取得・運営管理
等を行う

金融商品取引所に上場していれば株式等と同様
に売買可能

REIT

ご参考

PBR＊からみると、現在のリートは2003年央の水準まで戻ってきました。
＊PBRとは株価純資産倍率のことで、株価を一株当りの純資産で割ったものをいいます。この値が低いほど割安、高いほど割高であるとされています。

出所：Bloomberg
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（お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）お申込みメモ

委託会社およびファンドの関係法人

KOKUSAI Asset Management Co., Ltd.

ご購入時 ●お申込手数料

お申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、以下の手数料率がかかります。（お申込みになる販売会社により異なります。）
手数料率

1千万口（円）未満 上限2.625％（税抜2.500％）
1千万口（円）以上1億口（円）未満 上限2.100％（税抜2.000％）

1億口（円）以上
（＊1）お申込代金＝（基準価額×お申込口数）＋お申込手数料　（＊2）お申込金額＝基準価額×お申込口数
＊詳細は､販売会社にてご確認ください｡

上限1.050％（税抜1.000％）

お申込口数に応じて お申込代金（＊1）に応じて お申込金額（＊2）に応じて

●信託報酬
●監査費用

純資産総額に対して年率1.6275％（税抜1.5500％）
純資産総額に対して年率0.0105％（税抜0.0100％）
有価証券等の売買および保管ならびに信託事務にかかる諸費用等についても信託財産から差引かれます。●その他の費用

保有時

ご換金時

＊お申込手数料、信託報酬、監査費用およびその他の費用（国内において発生するものに限ります。）については、消費税および地方消費税相当額を含みます。
＊その他の費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
＊実質的な主要投資対象である不動産投資信託には運用等にかかる費用が発生しますが、投資する不動産投資信託先は固定されていない等により、あらかじ
め金額および上限額等を記載することはできません。
＊前記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。

●当 初 設 定 日 平成16年7月2日

●ご 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。

●換金代金のお支払い 原則としてご換金の受付日から起算して5営業日目から、販売会社において、受益者にお支払いします。

●信 託 期 限 無期限

●決 算 日 毎月10日（休業日のときは翌営業日）

●お 申 込 単 位 （当初元本1口＝1円）
「分配金受取コース」　　　　10万口以上1万口単位または10万円以上1円単位です。
「自動けいぞく投資コース」　10万円以上1円単位です。
（販売会社によりコースの名称が異なる場合があります。以下同じ。）
＊「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資によるお申込みについては、1円単位とします。
＊販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合あるいはお申込単位が異なる場合があります。

●課税上の取扱い 当ファンドにおける課税上の取扱いは株式投資信託となります。
収益分配金(普通分配金)の額ならびに解約差益および償還差益は、課税の対象となります。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
※税制が改正された場合等は前記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家にご確認ください。

●大口換金の制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。

●繰 上 償 還 受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることとなった場合等には、信託期間中で
あっても償還されることがあります。

●お 申 込 価 額 お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
＊お申込受付時間は、原則として午後3時までとさせていただきます。
＊ニューヨークの銀行あるいはニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所が休業日の場合には、お申込みはできません。

●収 益 分 配 毎月10日（休業日のときは翌営業日）に決算を行い、収益分配方針（注）に基づいて分配を行います。
（注）信託約款に規定する分配対象収益についての分配方針を、平成22年5月10日より、以下の通り変更いたします。

（変更後）委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
（変更前）委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額を決定します。

「分配金受取コース」 収益分配金は、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日以内に、販売会社に
おいて、受益者にお支払いします。

「自動けいぞく投資コース」 収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額に
より自動的に無手数料で全額再投資されます。

●ご 換 金 価 額 ご換金の受付日の翌営業日の基準価額とします。
＊ご換金のお申込受付時間は、原則として午後3時までに、販売会社が受付けたものを当日の換金請求とします。
＊ニューヨークの銀行あるいはニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所が休業日の場合には、ご換金の請求はできません。

お客さまにご負担いただく手数料等について（詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

かかりません。
●ご換金手数料
●信託財産留保額

（2010.4.16　SAN）

委 託 会 社

受 託 会 社

投資顧問会社

販 売 会 社

／国際投信投資顧問株式会社
　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第326号　
　加入協会：（社）投資信託協会／（社）日本証券投資顧問業協会
／三菱UFJ信託銀行株式会社
　（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
／モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク
　モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド
　モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニー
／販売会社の照会先は以下の通りです。

本資料に関してご留意頂きたい事項

本資料は国際投信投資顧問が作成した販売用資料です。投資信
託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見
書）を販売会社よりお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご
自身でご判断ください。なお、以下の点にもご留意ください。
○投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契
約者保護機構の保護の対象ではありません。　○銀行等の登録
金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補
償の対象ではありません。　○本資料中の運用実績等に関するグ
ラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を
示唆あるいは保証するものではありません。また、税金、手数料等
を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質的な投資成果を
示すものではありません。　○本資料の内容は作成基準日のも
のであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の
変動等により、方針通りの運用が行われない場合もあります。　
○本資料は信頼できると判断した情報等をもとに作成しておりま
すが、その正確性、完全性等を保証するものではありません。

受付時間：営業日の午前9時～午後5時
●ホームページアドレス：http://www.kokusai-am.co.jp
●携帯電話サイト：http://www.kokusai-am.co.jp/i/
携帯電話で右のQRコードを読み取るか、アドレスをご登録
ください。
※「QRコード」は、（株）デンソーウェーブの登録商標です。

0120－759311（フリーダイヤル）


